
生活保護に関する質問 

（岐阜県地域福祉課） 

 

＜質問１＞ 

現在、失業中です。求職活動をしていますが、仕事がありません。生活するための収入

がなく、貯金もありません。相談できる窓口はありますか。 

 

＜回答＞ 

市にお住まいの方は市役所の福祉課へ、町村にお住まいの方は県事務所の福祉課（岐阜地

域の町村にお住まいの方は岐阜地域福祉事務所）へご相談ください。 

 

＜質問２＞ 

外国籍県民も生活保護を受けることはできますか。 

 

＜回答＞ 

外国籍の方で、在留資格が「永住者」や「日本人の配偶者等」などの定住性のある在留資

格を持っている場合は、生活保護の取扱いに準じて保護を受けることができます。在留カー

ドに記載されている居住地の市町村の窓口へ相談してください。 

 

＜質問３＞ 

申請してから生活保護の受給の可否が決定されるまでにどのぐらいかかりますか。 

 

＜回答＞ 

生活保護の申請があった場合、訪問調査、資産調査等を行い、審査が実施された上で、生

活保護を受けられるかどうかの判断が、申請から 14 日以内に行われます（調査等に日時を

要する等の場合は 30 日以内）。 

 

＜質問４＞ 

生活保護はいつまで受給できますか。 

 

＜回答＞ 

生活保護を受給する要件にあてはまらなくなった場合は保護廃止となります。例えば、就

職先が決まり、保護費を上回る収入を得られるようになった場合などです。 

  

 



 

＜質問５＞ 

生活保護申請時に親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか。 

 

＜回答＞ 

生活保護を申請される方に、親や子、兄弟などの扶養義務者がいる場合、原則として、経

済的な援助などができないかを調査します。なお、DV、虐待、音信不通などの事情がある

場合はその旨をお伝えください。 

 

＜質問６＞ 

生活保護を受けるためには、自分の自動車を手放すことが必要でしょうか？ 

 

＜回答＞ 

原則として、処分することを求められますが、障がいがある方が通勤に使用する場合、公

共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方が通勤に使用する場合など、事情によ

っては自動車等の保有が認められる場合がありますので、住所地を管轄する福祉事務所に

ご相談ください。 

 

＜質問７＞ 

携帯電話を所有したり、エアコンの取り付けはできますか？ 

 

＜回答＞ 

携帯電話の所有は可能ですが、購入や維持などにかかる費用の支給はありません。 

なお、エアコンについては、新規の保護開始の場合に限り、設置費用が支給される場合が

ありますので、住所地を管轄する福祉事務所にご相談ください。 


